
令和 7年度

昭和農業振興地域整備計画の変更理由書

昭盤 磐庸籍翡繁縣鍛ξ露」牌警鵬 讐
整備計画の変更を行う。

地 域 名 昭和地域

群馬県利根郡昭和村



昭 和 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 理 由 書

1 農柴振興地域整lll計画を変更する理 l色

断C用る世ど媒著:協痛鷹異確餐危優乏癌鉾缶護塁伊を色跨絶鳥錦羊鵠応斐差を持督ζ落辱写♂
助その他措勢の推移による住宅等の個別開発ニーズに適切に対応する必要があると判

2 農業振興地域整備計画の うち農用地利用計画を変更する理由

(1)農 用地区域への編入

`llゝ

土 地 の 所 在 ・ 地 番 地 目 而11(1言 ) 編人後の用途 信 人 す る 理 由 恨 拠 条 項

※根拠条項lJl中 の 「法」とは「農業振興地域の整lhに関する法律J、 「令Jと は 「同法施行令」、「規則Jと は「同法施行規則Jをいう (以 下同じ).
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2 昭下li村 大学糸井字新中道6651番 1 畑 500 一般住宅用地

も 集 語

及び土地改良キ葉完了後
号の要件をすべてを浦たす項 を 刊luiさ 農用地

匡域か ら除外
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麦
｀
更前の用途 変更後の用途 用途変更する盛l鷺

入力部分

農用地区域への編人

(2)農用地区域か らの除外

畑  計 760ド

田 =ト 495席

樹園地計 ポ

合 計 1,25500nド

(3)用途変更 (″.建 業用施設等 )

畑  計 謂

田 計 ∬

樹圏地計 〆

合 計 000ポ
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合計 000ポ



地区区域 区 域

変 更 内 容

増  減 備  考変 更 前

の 面 積

変 更 後

の 面 積

農用地区域

から除外す

る 面 積

農用地区域

に 編 入

す る面積

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

糸井地区

貝野瀬地区

生越地区

赤城地区

開拓地区

橡久保地区

森下地区

川額地区

松ノ木平地区

赤城原地区

268.33

203 80

152.68

328.38

340 35

94.54

195 52

217.35

153.01

330,78

268 33
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152 68
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340,30

94.54

195.49
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330.78

0.05
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0.05

0.00

0.00

0.00

0 00

△ 0.05

0.00

△ 0.03

△ 0 05

0.00
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計 2284.74 2284.61 0 13 0 00 △ 0.13

第 1 農用地利用計画の変更

1 農用地利用計画を次のとおり変更する。

注 :単位は haと し、小数点以下第 2 位まで表示する。

なお、「増減」欄が減少の場合は、数値の左に△で表示する。

2 農用地区域の概要

(変更前 )

農振区域内において、農用地等約  2.284.74 haに ついて農用地区域を設定し、

うち約  2,200,12 haを農地、    09,00 haを採草放牧地、約  0,00 haを

混牧林地、及び約  45.62 haを農業用施設用地としてそれぞれ用途を指定する。

(変更後 )

農振区域内において、農用地等約  2,284.61 haに ついて農用地区域を設定 し、

うち約   2,199.99 haを農地、    39.00 haを採草放牧地、約   0.00 haを

混牧林地、及び約   45.62 haを農業用施設用地としてそれぞれ用途を指定する。

単位 :ha


